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仁淀川渇水調整協議会  

 

 
仁淀川水系仁淀川の渇水対応について 

～仁淀川の緊急取水  を要請します～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
※１ 緊急取水とは協議会の中で調整し緊急的に取水することです。 

【問い合わせ先】 

 

 

 

仁淀川渇水調整協議会 

国土交通省 四国地方整備局  （○：主な問い合わせ先） 

高知河川国道事務所 （仁淀川渇水調整協議会 事務局） 

電話 088-833-0111(代表) 

    ○事 業 対 策 官    宮地
み や じ

 憲一
けんいち

 

     河川管理課長    山田
や ま だ

 和弘
かずひろ

 

  大渡ダム管理所 

    電話 0889-32-2120(代表)  

     管理所長      吉岡
よしおか

 修 一
しゅういち

 

    ○専門官       伊藤
い と う

 道啓
みちひろ

 

 

○大渡ダム上流域では、依然として少雨傾向が続いており、今後も降雨がない場合

は２月上旬には大渡ダムの貯水率が０％となる見込みです。 
  
○このような状況を受け、各利水者から申し出があり、１２月２３日から段階的に

節水を実施し、令和８年１月１６日からは４次節水として大渡ダムの補給量の調

整を行っていましたが、大渡ダムの本日９時現在の貯水率は約５％であり、この

まま無降雨が続いた場合、貯水率が０％となる見込みであることから、令和 7 年度 

第５回仁淀川渇水調整協議会を開催しました。 
 
○協議を行った結果、別紙のとおり、仁淀川の緊急取水を特例的に認めていただき、

さらに河川流量が一層減少し取水が困難となった場合には大渡ダムの堆砂容量

の貯留水を補給水源とすることについて要請を行うことで合意いたしました。 
  
○各農業用水利用者、高知市上水道利用者の皆様はもとより、住民の皆様方にも節

水のご協力をお願いします。 
  

※２ 取材を希望される方は以下の必要事項をメール本文に記入の上、 

1 月 28 日（水）10 時までにメールにてお申し込みください。 

必要事項：貴社名・連絡先（TEL、E-mail）・取材者氏名・人数 

申込み先：skr-kouchi52★mlit.go.jp   ※「★」を「＠」に置き換えて送信してください。 

※１ 
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令和８年１月２７日 

 

令和７年度 第５回 仁淀川渇水調整協議会 

〈合意事項〉 

 

今回の渇水に関し、本日、「令和７年度 第５回 仁淀川渇水調整協議会」におい

て協議を行った結果、緊急取水を特例的に認めていただき、さらに河川流量が一

層減少し取水が困難となった場合には、大渡ダムの堆砂容量の貯留水を補給水源

とすることの要請を行うことで合意しました。 

つきましては仁淀川の利水者から四国地方整備局長に対して、要請書の手交式を

下記のとおり行います。 

 

【要請書手交式】 

 

  ■日 時  令和８年１月２８日１３時～ 

 

  ■場 所  国土交通省四国地方整備局 

        サンポート合同庁舎１３Ｆ １３０４会議室 

 



仁淀川流域図

凡例

：加田地点上流域

加田地点上流域

加田地点
かだ




